
平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
十
六
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、「
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
」
を
「
、
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
又
は
指
定
立
替
納
付
者
に
よ
る
納
付
」
に
改
め
、「
本
人
が
」
と
、」の
下
に
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項

及
び
」
を
加
え
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
手
数
料
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
同
法
第
百
九
十
五
条
第
六
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
同
項
の
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に
つ
い
て
」
を
加
え
、「
同

法
第
百
九
十
五
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
の
減
免
）

第
十
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
を
す
る
者
で
あ
つ
て
、
中
小
企
業
者
（
特
許
法
第

百
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。）、
試
験
研
究
機
関
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
試
験

研
究
機
関
等
を
い
う
。）そ
の
他
の
資
力
、
研
究
開
発
及
び
技
術
開
発
を
行
う
能
力
、
産
業
の
発
達
に
対
す
る
寄
与

の
程
度
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
者
に
対
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
同
項
の
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
政
令

で
定
め
る
金
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
弁
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、「
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
」
を
「
第
十
九
号
か
ら
第

二
十
二
号
ま
で
」
に
、「
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
の
情
報
で

あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
」
を
「
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
の
う
ち
、
技
術
上
の
情
報
で
あ

る
も
の
」
に
、「
同
項
第
十
四
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
技

術
上
の
デ
ー
タ
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
限
定
提
供
デ
ー
タ
の
う
ち
、
技
術
上
の
情
報
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
同
条
第
一
項
第
二
十
号
」
に
、「
同
項
第
十
五
号
」
を
「
同
項
第
二
十
一
号
」
に

改
め
、「
又
は
技
術
上
の
秘
密
」
の
下
に
「
若
し
く
は
技
術
上
の
デ
ー
タ
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中
「
技
術
上
の
秘
密
」
の
下
に
「
若
し
く
は
技
術
上
の
デ
ー
タ
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号

中
「
既
に
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
「
技
術
上
の
秘
密
及
び
技
術
上
の
デ
ー
タ
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
、
商
標
若
し
く
は
回
路
配
置
に
関
す
る
権
利
若
し
く
は
技
術
上
の
秘
密
若
し
く
は

技
術
上
の
デ
ー
タ
の
利
用
の
機
会
の
拡
大
に
資
す
る
日
本
産
業
規
格
そ
の
他
の
規
格
の
案
の
作
成
に
関
与
し
、

又
は
こ
れ
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
八
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
中
特
許
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中
意
匠
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
中
商
標
法
第
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十

四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

三

第
一
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
す
る
部
分
を

除
く
。）、
同
項
第
十
二
号
の
改
正
規
定
（
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
す
る
部
分
を
除
く
。）、
同
条
第
七
項
の
改
正

規
定
（「（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。）」
を
削
る
部
分
及
び
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。）及
び
第
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
改
正
規

定（「
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
、「
同
項
第

十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
同
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
号
を
同
項
第
九
号
と
す

る
部
分
を
除
く
。）並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
三
条
中
特
許
法
第
百
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
百
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付

し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
改
正
規
定
、
第
百
九
十
五
条

第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
百
九
十
五
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十

三
条
及
び
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

五

第
四
条
中
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
十
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
規
定

公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
（
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）に
よ
る
改
正
後
の
不
正
競
争
防
止
法
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
新
不
競
法
」
と
い
う
。）第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
行
わ
れ
た
新
不
競
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に

規
定
す
る
限
定
提
供
デ
ー
タ
不
正
取
得
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
同
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
限
定
提
供
デ
ー
タ

不
正
開
示
行
為
に
相
当
す
る
行
為
に
係
る
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ

る
不
正
競
争
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
も
の
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
相
当
す
る
行
為
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）及
び
施
行
日
前
に
開
始
し
た
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
行
為
に
相

当
す
る
行
為
を
継
続
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

新
不
競
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
規
定
す
る
限
定
提
供

デ
ー
タ
を
開
示
す
る
行
為

二

新
不
競
法
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
行
為
並
び
に

こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
行
為

２

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
七
項
」
と
す
る
。

（
日
本
工
業
標
準
調
査
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
日
本
工
業
標
準
調
査
会（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法（
以

下
「
旧
標
準
化
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
の
日
本
工
業
標
準
調
査
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

の
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
施
行
日
に
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産

業
標
準
化
法
（
以
下
「
新
標
準
化
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
二
項
（
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）又
は
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
産
業
標
準
調
査
会
の
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
と
し
て
任
命

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
委
員
の
任
期
は
、
新
標
準

化
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
日
本
工
業
標
準
調
査
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の

残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
日
本
工
業
標
準
調
査
会
の
会
長
で
あ
る
者
は
、
施
行
日
に
、
日
本
産
業
標
準
調
査
会

の
会
長
と
し
て
新
標
準
化
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
互
選
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
日
本
工
業
規
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
標
準
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
制
定
さ
れ
て
い
る
工
業
標
準
は
、
新
標

準
化
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
産
業
標
準
と
み
な
す
。

（
鉱
工
業
品
の
日
本
工
業
規
格
へ
の
適
合
の
表
示
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
標
準
化
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第

二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
認
証
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
標
準
化
法
第
三
十
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
認
証
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
標
準
化
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十

三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
て
い
る
特
別
な
表
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
標
準
化
法
第
三
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
付
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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